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は じ め に 

 

 

１ 計画策定の背景と目的 

 

 (１) 背  景 

    阪神・淡路大震災を受けて平成７年に「建築物の耐震改修の促進に関

する法律」が制定されました。その後、平成 23年３月に発生した東日

本大震災を受けて南海トラフの巨大地震等の被害想定が見直され、従前

よりもはるかに大きな被害が想定されることとなり、同法は平成 25年

11月に改正されました。 

    また、平成 31年１月には大阪府北部地震におけるブロック塀等の被

害を踏まえ、耐震改修促進法施行令が改正され、避難路沿道の一定規模

以上のブロック塀等の耐震化促進に関する事項等が追加されました。 

    本町では、平成 21年３月に「由良町耐震改修促進計画―東南海・南

海地震等の大地震に備えて―」を策定、更に平成 29年３月に５年間の

取組等を定めた「由良町耐震改修促進計画―南海トラフ巨大地震等の大

地震に備えて―」を策定し、住宅・建築物の耐震化を推進するための各

種施策展開を図ってきました。 

 

 (２) 目  的 

    本計画はこうした状況変化を踏まえ、従来計画に掲げた目標の達成状

況の確認とこれまで取り組んだ耐震化施策の評価を行った上で、従来計

画を引き継ぎつつ新たに令和 17年度末までの計画を策定し、人命を守

ることを最優先とした「安全・安心な住まいづくり・まちづくり」を実

現するものです。  
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２ 計画の位置づけ 

 

  本計画は、下図の関連計画等との整合性を考慮し策定しました。 

 

 

３ 本計画の期間 

 

  本計画は従来計画を引き継ぐものであり、令和８年度から令和 17年度ま

での 10か年を計画期間とします。 

 

 

４ 対象となる住宅・建築物 

 

  本計画で対象としている住宅・建築物は、原則として建築基準法又はこれ

に基づく命令等に適合していない住宅・建築物（以下「既存耐震不適格建築

物」という。）とします。 
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５ 想定される地震の規模と建物被害 

 

 (１) 震度予測 

    ３連動地震の場合は、震度５強から震度６強となり、巨大地震の場合

は、町全域が想定震度６強以上と予測されます。なかでも、由良港沿岸

地区の大半は想定震度７の激震域になると予測されます。 

 

 

 

 (２) 液状化予測 

    地盤液状化の危険性がある地域は地形の大区分で低地、人工改変地

（埋立地）に相当する部分であり、由良港沿岸部の人工改変地及び由良

川の河口部付近では、液状化危険度は極めて高いと予測されます。一般

的に液状化危険度は揺れが大きく、地下水があり液状化を引き起こす砂

層が厚い区域が高くなる傾向にあります。今後大きな地震が発生した場

合は、地盤液状化の発生も念頭に入れておかなければなりません。 

  

出典：「東海・東南海・南海３連動地震」及び「南海トラフ巨大地震」による被害想定について（平成２６年和歌山県）

【震度予測結果】

地震規模

Mw8.7

Mw9.1

本町地域の震度

５強～６強

６強～７「南海トラフ巨大地震

「東海・東南海・南海３連動地震

想定震度
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６ 本計画における定義 

 

 (１) 耐震基準 

    過去の大地震を契機に建築物の構造基準を定めた建築基準法が昭和 56

年６月に改正され、「新耐震基準」と呼ばれる構造基準となりました。

この「新耐震基準」による建築物は、阪神・淡路大震災において被害が

少なかったことから、地震に対する安全性が確保されている可能性が高

いと考えられます。 

    一方、昭和 56年５月以前の建築物は「旧耐震基準」の建築物であ

り、耐震性が不十分な可能性があります。 

    以上を踏まえ、本計画における数値目標を設定するにあたっては以下

のとおり取り扱います。 

 

 

 (２) 住宅 

    戸建住宅、長屋、共同住宅を含む全ての住宅を指すものとします。 

 

 (３) 建築物 

    本計画 17 ページに記載の用途別に示された全ての建築物を指すもの

とします。 

 

 (４) 耐震化 

    耐震性が不十分な住宅・建築物の建替え、又は耐震補強により耐震性

の向上を図ることを指すものとします。 

  

■「新耐震基準」の建築物（昭和 56年６月以降に着工された建築物） 

 ⇒耐震性があると考えられる。 

■「旧耐震基準」の建築物（昭和 56年５月以前に着工された建築物） 

 ⇒耐震性が不十分な可能性がある。 
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第１章 由良町の耐震化の現状 

 

 

１ 耐震化の現状 

 

  本町の令和７年度末時点の住宅総戸数は 3,639戸で、そのうち耐震化住宅

戸数は約 1,509戸、未耐震化住宅戸数は 2,130戸です。耐震化率は約 41.5％

で、国が推計した令和５年度時点における全国の住宅耐震化率（約 90％）と

比べると、依然低い数値となっています。 

 

 

 

２ 未耐震化住宅の構造別割合 

 

  耐震性が不十分と推計される住宅の構造別の割合は木造が 81.7％、非木造

が 18.3％となっています。 

  
  

耐震化住宅戸数
1,509戸

（41.5％）

未耐震化住宅戸数
2,130戸

（58.5％）

住宅総戸数
3,639戸

総数 木造 非木造

2,130戸
1,741戸

（81.7％）
389戸

（18.3％）
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３ 耐震改修の実績等 

 

 （１） 耐震診断実績 

 
 

 （２） 耐震改修助成実績等 

 
  

(年度）

９

平成
27年度

平成
26年度

令和
２年度

平成
25年度

12 ８ ４ ２ ６

令和
５年度

２ ２ ６

平成
16年度

15

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

５ ５ ７ 16

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

令和
６年度

23

平成
20年度

令和
３年度

令和
４年度

平成
24年度

４８ 12

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

10 ４ ４

(年度）

１ ０ ０ １

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
２年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

０ ０ ０ １ １ ０

平成
16年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

０ ０ ２

令和
６年度

０

１ ３ ３ ０ ２ ４ ０
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第２章 耐震化の目標 

 

 

１ 住宅耐震化の目標 

 

  固定資産概要調書を用いた推計では、令和７年度末時点の耐震化率は

41.5％となっており、これを令和 12年度末までに 70％、令和 17年度末まで

におおむね解消とすることを目標とします。 

 

 

２ 目標設定の考え方 

 

  和歌山県において令和 12年度の建築物耐震化率の目標を 92％、令和 17年

度末の目標をおおむね解消としていることから、本町においては令和 12年

度末までに 70％、令和 17年度末までにおおむね解消を目標とします。  
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第３章 耐震化の促進を図るための施策の展開 

 

 

１ 住宅耐震化の促進を図るための施策の展開 

 

 (１) 住宅耐震化促進事業の更なる拡充・強化 

 

  ① 耐震診断申込みの啓発 

    町広報紙への掲載や各種イベントでのブース出展により所有者自らの

住宅の状況を把握し耐震改修の必要性についての理解を深め、耐震診断

の申込みを啓発します。 

 

  ② 耐震改修促進事業の普及啓発 

    既存耐震不適格建築物所有者が耐震改修（現地建替えを含む。）に踏

み切りやすくするため、引き続き耐震改修促進事業を普及啓発します。 

 

― 助成制度の概要 ― 

 

 

  

①補助対象経費の2/5以内又は575,000円
②補助対象経費から➀の額を差し引いた額
　又は741,000円のいずれか低い額の合計

補強設計と耐震改修の総合実施
（現地建替えを含む。）

負担割合 １／２ １／４ １／４

負担額 575,000円 370,000円 371,000円

負担額

耐震診断
（木造住宅）

耐震診断
（非木造住宅）

補強設計
（現地建替えを含む。）

耐震改修
（現地建替えを含む。）

※一戸建ての場合

48,000円（定額）
※自己負担額なし

診断費用の2/3以内又は
89,000円のいずれか低い額

補強設計費用の2/3以内又は
132,000円のいずれか低い額

耐震改修費用の2/3+11.5%以内又は
1,159,000円のいずれか低い額

489,000円

負担割合

負担額

負担割合

負担額

国 県 市町村

１／２

24,000円

１／４ １／４

負担割合

負担額

負担割合

１／３

44,000円

１／３

66,000円

11.50%

12,000円 12,000円

１／６ １／６

22,000円 23,000円

１／６ １／６

33,000円 33,000円

１／３ １／３

助成額
上限額の場合の負担額・割合内訳

耐震ベッド及び耐震シェルター
補助対象経費の2/3以内又は
266,000円のいずれか低い額

負担割合 ２／３

負担額 266,000円

335,000円 335,000円

耐震改修
（現地建替えを含む。）

※一戸建ての場合

補助対象経費の23％以内又は
772,000円のいずれか低い額

負担割合 １／２ １／４ １／４

負担額 386,000円 193,000円 193,000円
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 (２) 住民意識の向上、情報提供 

    町広報紙等を活用して住宅耐震化について啓発するとともに、町区長

会や関係団体等と協力し、相談窓口の充実を図ります。 

 

 (３) 新耐震基準以降の木造住宅への耐震化の支援 

    建築基準法の木構造基準が強化された平成 12年５月以前に建築され

た木造住宅についても、住宅耐震化促進事業の補助対象として耐震化を

支援します。 

 

 

２ 住宅・建築物の地震時の総合的な安全対策に関する啓発 

 

 (１) ブロック塀等の安全対策の促進 

    地震によってブロック塀等が倒れると死傷者が出るおそれがあるばか

りではなく、地震後の避難や救助・消火活動にも支障が生じる可能性が

あります。このため、町広報紙等を活用し、ブロック塀等の耐震対策

（ブロック塀等耐震対策事業）の周知に取り組みます。 

 

 (２) 家具の転倒防止対策の啓発 

    家具の転倒により負傷したり避難や救助の妨げになったりすることが

考えられます。このため、町広報紙等を活用し、家具の転倒防止対策方

法の周知に取り組みます。また、要配慮者については補助事業（家具転

倒防止器具設置事業）の対象であることから、対策方法と併せて当該事

業の周知にも取り組みます。 

 

 (３) 感震ブレーカー設置の啓発 

    大規模地震時には火災の早期発見、通報、初期段階での消火が遅れ大

規模な火災につながるおそれがあります。地震時の電気火災リスクを低

減させるため、町広報紙等を活用し、感震ブレーカー設置を啓発しま

す。また、要配慮者については補助事業（感震ブレーカー設置事業）の

対象であることから、感震ブレーカー設置の啓発と併せて当該事業の周

知にも取り組みます。  
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第４章 推進体制 

 

 

 耐震化促進に向けたアクションプログラム 

 

  本計画での耐震化の推進状況を踏まえ、より一層の耐震化を促進するた

め、計画期間におけるアクションプログラムを以下のとおり定めます。 

 ※アクションプログラムは毎年更新します。（町ＨＰで公表） 

 

 
 

 

  

由良町　住宅耐震化緊急促進アクションプログラム○○

計

画

自

己

評

価

1.目標

由良町耐震改修促進計画に定めた目標の

達成に向け，住宅所有者の経済的負担の軽

減を図るとともに，住宅所有者に対する直

接的な耐震化促進，耐震診断実施者に対す

る耐震化促進，改修事業者の技術力向上，

一般市民への周知・普及等の充実を図るこ

とが重要である．

このため，由良町住宅耐震化緊急促進ア

クションプログラム（以下「プログラム」

という．）では，毎年度，住宅耐震化に係

る取組を位置づけ，その進捗状況を把握・

評価するとともに，プログラムの充実・改

善を図り，住宅の耐震化を協力に推進する

ことを目的とする．

2.位置付け

プログラムは，由良町耐震改修促進計画

に基づき策定する．（プログラムは，由良

町耐震改修促進計画に掲げる施策と併せて

一層の耐震化を促進するために策定するも

のとする．）

3.取組内容・目標・実績

○年度取組内容

【財政的支援】

ⅰ）住宅の耐震診断に対する全部又は一部補助を実施

ⅱ）住宅の耐震補強設計費・耐震改修工事費に対する全部又は一部補助を実施

【普及啓発等】

ⅰ）住宅所有者に対する直接的な耐震化促進

なお，戸別訪問については，令和５年度末までに全戸実施済み

ⅱ）耐震診断実施者に対する耐震化促進

・耐震診断結果報告時に補助制度を説明することで耐震改修を促進

・耐震診断後一定期間経過しても耐震改修を行っていない住宅所有者

に対してダイレクトメールを送付することで耐震改修を促進

・広報誌等で補助限度額の拡充(○.4.1～)について周知

ⅲ）改修事業者の技術力向上等

・改修事業者に対する耐震改修工法等に係る説明会を年1回以上実施※

・耐震改修事業者リストを公表※

ⅳ）一般市民への周知普及

・耐震改修の必要性の周知を実施

・一般市民を対象に説明会・セミナー等を年1回以上実施※

・パンフレット等により制度概要等の周知を実施※

※を付した普及啓発等の取り組みについては県と協力して実施する

○年度目標

・住宅に対する耐震診断補助戸数：○戸

・住宅に対する総合的な実施補助戸数：○戸

（耐震補強設計と耐震改修工事を総合的に支援）

前年度までの実績

【○年度】

・住宅に対する耐震診断補助戸数：○戸

・住宅に対する総合的な実施補助戸数：○戸

【○年度】

・住宅に対する耐震診断補助戸数：○戸

・住宅に対する総合的な実施補助戸数：○戸

【○年度】

・住宅に対する耐震診断補助戸数：○戸

・住宅に対する総合的な実施補助戸数：○戸

前年度（○年度）の取組実績

ⅰ）・耐震診断のチラシ及び申請様式の全戸配布を実施

ⅱ）・耐震診断結果報告時に補助制度を説明

・診断済者にダイレクトメールを送付

ⅲ）・耐震改修事業者向けの技術力向上講習会を実施

・耐震改修事業者リストの作成・公表

ⅳ）・広報紙、SNSにより耐震改修の必要性を周知

・住宅の耐震化に係る説明会を開催

・補助制度を紹介するパンフレットを配布

改善策

・補助制度の周知をさらに徹底するため，広報誌・回覧

等による周知頻度を上げる

・他部局と連携し，周知方法を工夫する

前年度（○年度）の課題

・今後も事業の推進に向け，引き続き補助制度の利用促

進を図る必要がある
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参考資料 

 

耐震診断義務付け対象建築物の
要件要緊急安全確認大規模建築
物

学校

小学校、中学校、中等教育学校
の前期課程若しくは特別支援学
校

上記以外の学校

階数2 以上かつ1,000 ㎡以上
※屋内運動場の面積を含む。

階数2 以上かつ1,500 ㎡以上
※屋内運動場の面積を含む。

階数2 以上かつ3,000 ㎡以上
※屋内運動場の面積を含む。

階数3 以上かつ1,000 ㎡以上

用途
1指導・助言対象となる特定既
存耐震不適格建築物の要件

指示対象となる特定既存耐震不
適格建築物の要件

体育館
（一般公共の用に供されるもの）

階数1 以上かつ1,000 ㎡以上 階数1 以上かつ2,000 ㎡以上 階数1 以上かつ5,000 ㎡以上

ボーリング場、スケート場、水泳場その他
これらに類する運動施設

事務所

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホー
ムその他これらに類するもの

病院、診療所

劇場、観覧場、映画館、演芸場

集会場、公会堂

展示場

卸売市場

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障
害者福祉センターその他これらに類するも
の

階数3 以上かつ1,000 ㎡以上

階数3 以上かつ2,000 ㎡以上 階数3 以上かつ5,000 ㎡以上

階数3 以上かつ2,000 ㎡以上 階数3 以上かつ5,000 ㎡以上

階数2 以上かつ1,000 ㎡以上 階数2 以上かつ2,000 ㎡以上 階数2 以上かつ5,000 ㎡以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を
営む店舗

ホテル、旅館

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、
下宿

階数2 以上かつ1,500 ㎡以上階数2 以上かつ750 ㎡以上階数2 以上かつ500 ㎡以上幼稚園、保育所

博物館、美術館、図書館

階数3 以上かつ5,000 ㎡以上

遊技場

公衆浴場

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラ
ブ、ダンスホールその他これらに類するも
の

理髪店、質屋、貸衣裳屋、銀行その他これ
らに類するサービス業を営む店舗

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に
供する建築物を除く。）

政令で定める数量以上の危険物
を貯蔵又は処理するすべての建
築物

500 ㎡以上
階数1 以上かつ5,000 ㎡以上
（敷地境界線から一定距離以内
に存する建築物に限る）

防災拠点である建築物

階数3 以上かつ1,000 ㎡以上

階数3 以上かつ2,000 ㎡以上

階数3 以上かつ2,000 ㎡以上

耐震改修等促進計画で指定する
避難路の沿道建築物であって、
前面道路幅員の1/2 超の高さの
建築物（道路幅員が12m 以下の
場合は6m 超）

左に同じ

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発
着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待
合の用に供するもの

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停
留又は駐車のための施設

保健所、税務署その他これらに類する公益
上必要な建築物

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する
建築物

避難路沿道建築物

耐震改修等促進計画で指定する
重要な避難路の沿道建築物で
あって、前面道路幅員の1/2 超
の高さの建築物（道路幅員が
12m 以下の場合は6m超）

耐震改修等促進計画で指定する
大規模な地震が発生した場合に
おいてその利用を確保すること
が公益上必要な、病院、官公
署、災害応急対策に必要な施設
等の建築物

階数3 以上かつ5,000 ㎡以上
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